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●特集 1 異文

コンテンツツーリズムによるインバウンド誘致

― 国
の施策と地域が考えるべき基本的課題について

ロッN肝瓢測反[やまむらたかよし]
北海道大学観光学高等研究センター教授

日本のインバウンド誘致は「クーリ

「コンテンツツーリズム」は、重要な

国の施策について概観したうえで、

コンテンツツーリズムの現場となる地域における課題を提起する。

I
はじめに

「コンテンツツーリズム」とは、「映画、テ

レビドラマ、マンガ、アニメ、小説、ゲーム

など、ポップカルチャー (大衆文化)作品を

構成する創造的要素 (物語、キヤラクター、

ロケーションなど)に よって、全体的あるい

は部分的に動機づけられたツーリズム」を指

す比較的新しい語である1)。 従来はこうした

ツーリズムをフィルムッーリズムやアニメツ

ーリズムなどといったように、メデイアの種

類ごとに論じてきた。しかし近年、メデイア

ミックスが進み、ひとつのコンテンッが様々

なメディアで流通するようになったため、従

来型の呼称では議論に限界が生じてきた。そ

こで、メディアではなく、コンテンツそのも

のに注目するアプローチとしてコンテンッッ

ーリズムが重視されるようになっている。

本稿では、特に地域で観光振興や観光まち

づくりにかかわっている読者を想定して、コ

ンテンッを活用したインバウンド誘致に関す

る国の施策を整理したうえで、地域における

課題をまとめてみたい。

インバウンド誘致とコンテンツツーリズム

～その政策論

ここ数年の日本のインバウンド振興政策で

注目すべき点のひとつは、インバウンド誘致

が、観光立国政策だけでなく、経済産業省が
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特集1 異文化接触としてのインバウンド

主導するクールジャパン戦略 (デザイン、ア

ニメ、フアッション、映画などのクリエイテ

イブ産業の海外進出促進戦略)に も積極的に

位置づけられ、両政策が連動して展開してい

る点にある。

ご存知のとおり、クールジャパン戦略が政

府による国策として本格的に始動するのは、

2010年 6月 、経済産業省製造産業局に「ク

ール・ジャパン室」が開設されたことによ

る。もともとクールジャパン戦略は、日本の

クリエイテイブ産業の輸出促進を主眼とした

戦略であり、観光産業には直接的にかかわつ

てはいなかった。

しか し、クール・ジャパ ン室設置の翌

2011年 3月 11日 に発生した東日本大震災が

大きな転機となる。「クール・ジャパン官民

有識者会議」が『新しい日本の創造 一「文

化と産業」「日本と海外」をつなぐために一』2)

と題した提言をまとめ、その中で観光につい

て具体的に触れたのである。すなわち、震災

による風評被害の払拭、および、日本ブラン

ドの信頼回復が急務であ り、そのために、

(1)日 本各地に存在する様々なモノやコンテ

ンツを再発見して発信すること、(2)それら

を輸出すること、(3)さ らにそうした流れを

観光客の誘致につなげること、を主な取り組

みとして位置づけた。

さらにこれに続 く2012年 6月 には、経済

産業省は、『クール・ジャパン戦略 (中 間と

りまとめ)』 3)を発表し、「『大きく稼ぐ』コン

セプトの具現化」として、次の 3つのフェー

ズを一体感を持って進めることを提示した。

すなわち、①日本発のコンテンツ・フアッシ

ョン・食・観光等を海外の消費者に周知し、

現地で日本ブームを創出、②物販やサービス

提供を通じて現地で収益をあげる仕組みを構

築 (店舗、EC、 TVシ ヨッピング等)、 ③ 日

本国内の本場 (聖地)に 日本ファンを呼び込

み、日本での消費に結びつける仕組みの構築

(イ ンバウンド事業)、 である。

さらにその翌年の 2013年 には、観光庁・

日本政府観光局 (JNTO)・ 経済産業省・

JETROの 4者が共同で、『訪日外国人増加

に向けた共同行動計画』4)を 発表し、名実と

もに観光立国政策とクールジャパン政策の連

携が実現する。そしてその行動計画の中に

も、「クール・ジャパン事業実施地域に関連

する情報発信を行い、クール・ジャパンコン

テンッから想起される観光地 (総本山、聖

地)への訪日を促す」と記された。

では地域はどうすればよいのか?

その課題と対策

こうした国主導の取り組みも奏功し、ジャ

パン・コンテンツをきっかけとした訪日外国

人は増加傾向にある。といっても、潜在的旅

行者の掘 り起こしにはまだまだ余地がある。

海外でのジャパン・コンテンツの消費状況を

見ていると、日本製のものとは知らずに消費

している場合も依然多い。また、日本発のア

ニメやゲームは大好きだが、それを見たリプ

レイしたりするのが好きなのであって、日本

へ行く、ということとは別問題、という人々

も多い。まずこの点については、上述したク

ールジャパン戦略の一連の取 り組みが重要

だ。政府・事業者共同のプロモーションによ

リコンテンツをジャパンブランドとして定着

させることである。

一方で、どんなに国の施策が進展しても、

旅行者を受け入れるのは地域である。特にコ

ンテンツツーリズムにおけるインバウンド誘
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致を考えるとき、上述のようなクールジャパ

ン戦略に関する国家的な議論が先行し、地域

の役割に関する議論がなおざりになりがち

だ。もちろん国策は重要であるが、インバウ

ンド誘致を含め、観光の本質は、地域のイニ

シアチブにかかっていることを忘れるべきで

はない。

では、地域はどうするべきなのか。以下、

コンテンッッーリズムを通してインバウンド

誘致を図る際、地域が考えなければならない

課題を、5点にまとめる。

なお、ここまで本文中で「インバウンド」

という語を用いてきたが、実はこの語は、コ

ンテンツツーリズムにおいては、いささか違

和感のある語である。というのも、「ある作

品のファン」は、国籍を問わず「ある作品の

ファン」であるからだ。言語や文化的背景を

超えて、既に「コンテンツ」を共有している

のである。だから、彼 。彼女らは、「外国人」

として扱われるのではなく、国籍は関係なく

「作品ファン」として扱われるほうが嬉しい

ものなのだ。したがって、以下述べていくこ

とも、「インバウンド誘致」の観点で考える

より、「日本人も外国人も含めた世界中のコ

ンテンツファンに、地域を楽しんでもらうた

めに」という観点で考えていただければと思

つO

① 地域の関係者がまず作品を知ること

まず地域が作品を受け入れ、地域の重要な

資源のひとつとして認めることが大前提とな

る。地域ゆかりの作品、地域が舞台となった

作品があるのであれば、何はともあれ、まず

は地域で観光に関わるメンバー、自治体行政

の担当部署スタッフ等は、その作品を読んだ

り視聴したりすることだ。そのうえで、もし

その作品が、地域として誇るべきものであ

る、と感じたのであれば、作品を自治体予算

で購入し、図書館や役所等で地域住民・旅行

者のいずれもが閲覧できるようにすることで

ある。やはり地域側にそれくらいの覚悟と熱

意がなければ、そして地域側に作品の知識が

無いのであれば、コア・ファン層に見透かさ

れてしまうし、著作権者側ともまともな交渉

ができない。逆に、税金で購入することが問

題となる作品、議会や住民を説得できない作

品の場合は、行政は関わらないことである。

その内容や描写から、公共が扱うには問題の

ある作品については、民間に委ねるべきであ

る。

② 地域から世界へ関連情報を直接発信する

こと

そのうえで、地域と作品との結びつきを、

地域の人間が愛情をもって語り、それを直接

世界に発信することである。旅行者が欲して

いるのは東京の目からみた地方ではなく、地

方が語る地方である。そして、海外の潜在的

旅行者を掘 り起こすためには、やはり多言語

展開が必須となる。これについても、地域側

がイニシアチブをとり、協力者を得ながら

も、地域側がしっかりと監修することである

(で なければいつまでたっても地域に人材が

育たない)。 本気で長続きさせるインバウン

ド誘致を考えるのであれば、こうした苦労を

惜しむべきではない。これまで国内市場に甘

んじてきた日本の観光分野が越えなければな

らない壁である。

③ ポジティブな記憶を場所と結びつけてあ

げること

旅行者にとって、地域住民や、他の旅行者

と、その作品について盛り上がり、共感を得

た、という楽しい経験・思い出は格別のもの
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特集1 異文化接触としてのインバウンド

となる。こうした、コンテンッを通して、

人々がつながることができる場を提供するこ

とが重要である (そ して、そのための大前提

として、前述したように、地域住民に作品知

識が必要になる)。 実は、これこそが、その

地域にまた来たいと思わせる最大のポイント

であり、地域を「聖地」化していくポイント

である。なおこうした現場での直接的な交流

においては、多言語対応よりも、作品への思

い入れが重要となる。語学だけできても共感

できる「中身」がなければ意味がない。逆

に、現場では、「英語」などできなくても、

既に「作品」という共通言語がある。ファン

にとってはそういう交流の方がポジティブな

記憶として残るものである。

④ 作品世界と、現実の地域空間 (地域資源)

を相互参照できるようにすること

コンテンツを「地域を知る窓」として位置

付け、旅行者に、作品だけでなく地域の魅力

にも気付いてもらうことである。巡礼マップ

を作ることも有効ではあるが、それ以上に是

非考慮してほしいのは、地域で関連する作品

を見られるようにすることである。文学作品

の場合はこれを実現している地域が多いが、

映像作品に関して実現している地域は非常に

少ない。やはり舞台となった場所で、その作

品を味わうのは、旅行者にとって格別な記憶

として残る。そして、彼 。彼女らは、現場を

歩いた後、再び作品を現地で確認したくなる

ものである。個別の映像資料ブースのような

形で、個人で作品を、字幕付きでゆっくり見

られるような仕組みがあれば理想的である。

なお、とりわけ映像作品の場合は、こうした

仕組みを実現するために、著作権者との調整

が必要になるが、その労は惜しむべきではな

い。そうした著作権者との関係性の構築が、

地域にとって持続的な展開を図るうえで大き

な財産となるからだ。

また、その地域を描いた作品が複数存在す

る場合、それらを相互参照できるようにする

ことも重要であろう。新しい作品がきっかけ

で地域に訪れた人々には、古い作品を知って

もらい、古い作品がきっかけで訪れた往年の

ファンにも、若い世代の作品の魅力を知って

もらうべきである。

⑤ 著作権者の利益を考慮し、協力関係を構

築すること

コンテンツツーリズムは、メディアを通し

て流通し消費される創作物としての「コンテ

ンツ」によって誘発される旅行行動である。

したがってコンテンツツーリズムの持続を目

指すのであれば、コンテンツそのものが流通

し続けることが重要となる。インバウンド誘

致の上ではその国際流通が課題だ。

この課題については、ネット配信というコ

ンテンツの流通革命が起こったことで、日下

状況は大きく改善されつつある。このこと

は、著作権者だけでなく、地域の側にとって

も、大きなメリットがある。コンテンツが絶

版や廃盤になることを気にせず、いつでも舞

台地と作品との相互参照が可能となるし、海

外で関連コンテンツが流通することによリイ

ンバウンド誘致の可能性も大きく高まるから

だ。

こうした環境をうまく活用し、地域と著作

権者、双方の利益になる形で、コンテンツが

国際的に流通し続け、舞台地やゆかりの地と

相互参照できる枠組みを共同構築していくこ

とが重要になる。頻繁に指摘されるコンテン

ツツーリズムの賞味期限の短さに関する問題

についても、こうした環境を活用して、常に

新しいファンを生み続けていく仕組みをつく
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ることができれば、状況は大きく改善するで

あろう。

おわりに

以上、インバウンド誘致におけるコンテン

ツツーリズムをめぐる課題を列挙した。具体

的な事例というより基本的な考え方に終始し

てしまった点はご容赦願いたい。実際、コン

テンッッーリズムは非常に新 しいジャンル

で、実務面でも学術面でも 10年程度の議論

の歴史しかない。マスコミではここ数年、成

功例が華々しく報道されるようになったが、

現場での課題整理は十分に行われていないの

が実情だ。

そうした中、地域の側は、自らがイニシア

チブをとり、新たな分野を切り開いていく覚

悟が必要になる。そこには様々な苦労が伴う

ことと思うが、国内外のファンと一緒に、国

籍や文化を超えて、どうやってコンテンツを

長期にわたり楽しんでいくのか、という課題

として捉えれば、それは非常にやりがいのあ

る作業である。国際化が進み、多文化共生が

求められる中、そうした取り組みは観光分野

のみならず、社会的にも、大きな意義をもつ

ことになるであろう。
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